
【通所リハビリテーション料金表】

（１）介護保険給付によるサービス費 令和５年４月改定

体　制 要介護度 １割負担 ２割負担 ３割負担 内　　　容

要介護１ ３６６円 ７３２円 １，０９８円

要介護２ ３９５円 ７９０円 １，１８５円

要介護３ ４２６円 ８５２円 １，２７８円

要介護４ ４５５円 ９１０円 １，３６５円

要介護５ ４８７円 ９７４円 １，４６１円

要介護１ ３８０円 ７６０円 １，１４０円

要介護２ ４３６円 ８７２円 １，３０８円

要介護３ ４９４円 ９８８円 １，４８２円

要介護４ ５５１円 １，１０２円 １，６５３円

要介護５ ６０８円 １，２１６円 １，８２４円

４０円 ８０円 １２０円 現行の入浴加算と同要件

６０円 １２０円 １８０円
個別の入浴計画書をもとに他職種と情報共
有し入浴支援を行った場合に加算となりま
す。

６月以内
５６０円
６月超
２４０円

６月以内
１１２０円
６月超
４８０円

６月以内
１６８０円
６月超
７２０円

定期的にリハビリテーション会議を開催し
た上で通所リハビリテーション計画を見直
し、自立のために必要な支援方法を他職種
と情報共有した場合に加算となります。

６月以内
５９３円
６月超
２７３円

６月以内
１１８６円
６月超
５４６円

６月以内
１７７９円
６月超
８１９円

（A）イを満たし、さらに計画書等の内容
等の情報を厚生労働省に提出しリハビリ
テーションの提供にあたって当該情報その
他リハビリテーションの適切かつ有効な実
施のため必要な情報を活用した場合に加算
となります。

６月以内
８３０円
６月超
５１０円

６月以内
１６６０円
６月超

１０２０円

６月以内
２４９０円
６月超

１５３０円

定期的にリハビリテーション会議を開催し
た上で通所リハビリテーション計画を見直
し、自立のために必要な支援方法を他職種
と情報共有し、医師が利用者又はその家族
に説明した場合に加算となります。

６月以内
８６３円
６月超
５４３円

６月以内
１７２６円
６月超

１０８６円

６月以内
２５８９円
６月超

１６２９円

（B）イを満たし、さらに計画書等の内容
等の情報を厚生労働省に提出しリハビリ
テーションの提供にあたって当該情報その
他リハビリテーションの適切かつ有効な実
施のため必要な情報を活用した場合に加算
となります。

１１０円 ２２０円 ３３０円
利用者の方に対して集中的にリハビリテー
ションを実施した場合に加算となります。

２４０円 ４８０円 ７２０円
認知症と診断された方に個別にリハビリ
テーションを実施した場合に加算となりま
す。

１,９２０円 ３,８４０円 ５，７６０円
上記に加え、通所リハビリテーション計画
を作成し、生活機能が向上した場合に加算
となります。

リハビリテーション
マネジメント加算（B)

ロ

短期集中リハビリテー
ション加算
（退院退所日又は認定日か
ら３か月以内）

認知症短期集中リハビ
リテーション加算Ⅰ
（１日）

認知症短期集中リハビ
リテーションⅡ
（１か月）
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所要時間
１時間以上
２時間未満

介護度に応じた基本のサービス費となりま
す。

所要時間
２時間以上
３時間未満

入浴介助加算（Ⅰ）

入浴介助加算（Ⅱ）

リハビリテーション
マネジメント加算（A)

イ

リハビリテーション
マネジメント加算（A)

ロ

リハビリテーション
マネジメント加算（B)

イ



６月以内
１２５０円

６月以内
２５００円

６月以内
３７５０円

生活行為の充実を図るために具体的な目標
を定めたリハビリテーション計画を作成
し、実際の生活場面に役立つリハビリテー
ションを実施した場合に加算となります。

２００円 ４００円 ６００円

低栄養状態にある利用者の栄養改善を目的
として個別に実施され、栄養食事相談等の
栄養管理を行い、必要に応じて居宅訪問を
行う場合に加算となります。

５０円 １００円 １５０円

管理栄養士を1人以上配置し管理栄養士、
看護職員、介護職員、その他の職種が共同
で栄養アセスメントを行い、家族に説明し
情報を厚生労働省に提出し必要な情報を活
用している場合に加算となります。

１５０円 ３００円 ４５０円

口腔機能が低下している利用者の機能向上
を目的として、口腔清掃・摂食・嚥下機能
に関する訓練の指導・実施を行った場合に
加算となります。

１６０円 ３２０円 ４８０円

（Ⅰ）を満たし、口腔機能管理指導計画等
の情報その他口腔衛生の管理、口腔機能向
上サービスを実施した場合の加算となりま
す。

１００円 ２００円 ３００円
要介護３以上であって医学的管理が必要な
利用者に加算されます。

１２円 ２４円 ３６円
通所リハビリテーションを終了し、他の社
会参加の機会に移行した利用者が一定数以
上の実績のある事業所に加算されます。

２０円 ４０円 ６０円
重度要介護者を積極的に受け入れ、対応で
きる介護・看護職員体制を整えている事業
所に加算となります。

２２円 ４４円 ６６円
介護福祉士70％以上、勤続10年以上介護福
祉士25％以上配置されている事業所に加算
されます。

２０円 ４０円 ６０円
６か月ごとに栄養状態のスクリーニングを
行い、介護支援専門員に情報提供した場合
に加算となります。

５円 １０円 １５円

栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定し
ている場合、口腔の健康状態と栄養状態の
いずれかの確認を行い当該情報を介護支援
専門員へ提供した場合に加算となります。

基本料金と加算料金の合計の4.7％が加算さ
れます。

基本料金と加算料金の合計に2.0％が加算さ
れます。

所定単位数の２.０％

所定単位数の４.７％

栄養アセスメント加算

口腔機能向上加算Ⅰ

口腔機能向上加算Ⅱ
【3月以内・月2回を限度】

重度療養管理加算

中重度者ケア体制加算

サ ー ビ ス 提 供 体 制
強化加算（Ⅰ）

口腔・栄養スクリーニ
ング加算（Ⅰ）

口腔・栄養スクリーニ
ング加算（Ⅱ）

介護職員
処遇改善加算（Ⅰ）
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移行支援加算

介護職員等特定
処遇改善加算（Ⅰ）

生活行為向上加算

栄養改善加算
【3月以内・月2回を限度】



基本料金と加算料金の合計に1.0％が加算さ
れます。

４０円 ８０円 １２０円

利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機
能、認知症の状況その他の心身の状況など
の基本情報を厚生労働省に提出することで
加算されます。

片道
-４７円

片道
-９４円

片道
-１４１円

家族が送迎を行っている等の場合に減算に
なります。

内　　　　容

施設でお食事を提供した場合にお支払いい
ただきます。

石鹸、シャンプー、ティッシュ、タオル等
の日用品を用意するためにいただく費用で
す。

クラブ活動、レクリェーションや新聞、雑
誌等を用意するためにいただく費用です。

毎月２回、市内の床屋が来所して散髪等を
行います。（通所リハビリテーション実施
中に理美容のご利用はできません。）

利用者の身体の状況により、おむつの利用
が必要な場合に、施設で用意するものをご
利用いただく場合にお支払いいただきま
す。

上記の他に隋時必要とされる場合実費をお
支払いいただきます。

その他の費用 実　費

（２）その他サービスの利用料（１日当たり）

教養娯楽費 １２０円（１日）

理美容代 ２，６００円（１回）

おむつ代
１２円～１３２円

（１枚）

サービスの種類 自己負担額

昼食費 ６１５円（１日）

日用品費 ８０円（１日）

科学的介護推進体制加
算

事業所が送迎を実施し
ない場合の減算

所定単位数の１.０％
介護職員等ベースアッ

プ等支援加算



【通所リハビリテーション料金表】

（１）介護保険給付によるサービス費 令和５年４月改定

体　制 要介護度 １割負担 ２割負担 ３割負担 内　　　容

要介護１ ４８３円 ９６６円 １，４４９円

要介護２ ５６１円 １，１２２円 １，６８３円

要介護３ ６３８円 １，２７６円 １，９１４円

要介護４ ７３８円 １，４７６円 ２，２１４円

要介護５ ８３６円 １，６７２円 ２，５０８円

要介護１ ５４９円 １，０９８円 １，６４７円

要介護２ ６３７円 １，２７４円 １，９１１円

要介護３ ７２５円 １，４５０円 ２，１７５円

要介護４ ８３８円 １，６７６円 ２，５１４円

要介護５ ９５０円 １，９００円 ２，８５０円

４０円 ８０円 １２０円 現行の入浴加算と同要件

６０円 １２０円 １８０円
個別の入浴計画書をもとに他職種と情報共
有し入浴支援を行った場合に加算となりま
す。

６月以内
５６０円
６月超
２４０円

６月以内
１１２０円
６月超
４８０円

６月以内
１６８０円
６月超
７２０円

定期的にリハビリテーション会議を開催し
た上で通所リハビリテーション計画を見直
し、自立のために必要な支援方法を他職種
と情報共有した場合に加算となります。

６月以内
５９３円
６月超
２７３円

６月以内
１１８６円
６月超
５４６円

６月以内
１７７９円
６月超
８１９円

（A）イを満たし、さらに計画書等の内容
等の情報を厚生労働省に提出しリハビリ
テーションの提供にあたって当該情報その
他リハビリテーションの適切かつ有効な実
施のため必要な情報を活用した場合に加算
となります。

６月以内
８３０円
６月超
５１０円

６月以内
１６６０円
６月超

１０２０円

６月以内
２４９０円
６月超

１５３０円

定期的にリハビリテーション会議を開催し
た上で通所リハビリテーション計画を見直
し、自立のために必要な支援方法を他職種
と情報共有し、医師が利用者又はその家族
に説明した場合に加算となります。

６月以内
８６３円
６月超
５４３円

６月以内
１７２６円
６月超

１０８６円

６月以内
２５８９円
６月超

１６２９円

（B）イを満たし、さらに計画書等の内容
等の情報を厚生労働省に提出しリハビリ
テーションの提供にあたって当該情報その
他リハビリテーションの適切かつ有効な実
施のため必要な情報を活用した場合に加算
となります。

１１０円 ２２０円 ３３０円
利用者の方に対して集中的にリハビリテー
ションを実施した場合に加算となります。

２４０円 ４８０円 ７２０円
認知症と診断された方に個別にリハビリ
テーションを実施した場合に加算となりま
す。

１,９２０円 ３,８４０円 ５，７６０円
上記に加え、通所リハビリテーション計画
を作成し、生活機能が向上した場合に加算
となります。
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所要時間
３時間以上
４時間未満

介護度に応じた基本のサービス費となりま
す。

所要時間
４時間以上
５時間未満

入浴介助加算（Ⅰ）

入浴介助加算（Ⅱ）

リハビリテーション
マネジメント加算（A)

イ

リハビリテーション
マネジメント加算（A)

ロ

リハビリテーション
マネジメント加算（B)

イ

リハビリテーション
マネジメント加算（B)

ロ

短期集中リハビリテー
ション加算
（退院退所日又は認定日か
ら３か月以内）

認知症短期集中リハビ
リテーション加算Ⅰ
（１日）

認知症短期集中リハビ
リテーションⅡ
（１か月）



６月以内
１２５０円

６月以内
２５００円

６月以内
３７５０円

生活行為の充実を図るために具体的な目標
を定めたリハビリテーション計画を作成
し、実際の生活場面に役立つリハビリテー
ションを実施した場合に加算となります。

２００円 ４００円 ６００円

低栄養状態にある利用者の栄養改善を目的
として個別に実施され、栄養食事相談等の
栄養管理を行い、必要に応じて居宅訪問を
行う場合に加算となります。

５０円 １００円 １５０円

管理栄養士を1人以上配置し管理栄養士、
看護職員、介護職員、その他の職種が共同
で栄養アセスメントを行い、家族に説明し
情報を厚生労働省に提出し必要な情報を活
用している場合に加算となります。

１５０円 ３００円 ４５０円

口腔機能が低下している利用者の機能向上
を目的として、口腔清掃・摂食・嚥下機能
に関する訓練の指導・実施を行った場合に
加算となります。

１６０円 ３２０円 ４８０円

（Ⅰ）を満たし、口腔機能管理指導計画等
の情報その他口腔衛生の管理、口腔機能向
上サービスを実施した場合の加算となりま
す。

１００円 ２００円 ３００円
要介護３以上であって医学的管理が必要な
利用者に加算されます。

１２円 ２４円 ３６円
通所リハビリテーションを終了し、他の社
会参加の機会に移行した利用者が一定数以
上の実績のある事業所に加算されます。

３時間以上
４時間未満

１２円 ２４円 ３６円

４時間以上
５時間未満

１６円 ３２円 ４８円

２０円 ４０円 ６０円
重度要介護者を積極的に受け入れ、対応で
きる介護・看護職員体制を整えている事業
所に加算となります。

２２円 ４４円 ６６円
介護福祉士70％以上、勤続10年以上介護福
祉士25％以上配置されている事業所に加算
されます。

２０円 ４０円 ６０円
６か月ごとに栄養状態のスクリーニングを
行い、介護支援専門員に情報提供した場合
に加算となります。

５円 １０円 １５円

栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定し
ている場合、口腔の健康状態と栄養状態の
いずれかの確認を行い当該情報を介護支援
専門員へ提供した場合に加算となります。

基本料金と加算料金の合計の4.7％が加算さ
れます。

基本料金と加算料金の合計に2.0％が加算さ
れます。

基本料金と加算料金の合計に1.0％が加算さ
れます。

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
費
（

加
減
算
料
金
）

所定単位数の２.０％
介護職員等特定
処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等ベースアッ
プ等支援加算

所定単位数の１.０％

リハビリテーション専門職を多く配置して
手厚いリハビリテーションを提供している
事業所に加算されます。

中重度者ケア体制加算

サ ー ビ ス 提 供 体 制
強化加算（Ⅰ）

口腔・栄養スクリーニ
ング加算（Ⅰ）

口腔・栄養スクリーニ
ング加算（Ⅱ）

介護職員
処遇改善加算（Ⅰ）

所定単位数の４.７％

栄養アセスメント加算

口腔機能向上加算Ⅰ

口腔機能向上加算Ⅱ
【3月以内・月2回を限度】

重度療養管理加算

移行支援加算

リハビリ
テーション
提供体制
加算

栄養改善加算
【3月以内・月2回を限度】

生活行為向上加算



４０円 ８０円 １２０円

利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機
能、認知症の状況その他の心身の状況など
の基本情報を厚生労働省に提出することで
加算されます。

片道
-４７円

片道
-９４円

片道
-１４１円

家族が送迎を行っている等の場合に減算に
なります。

内　　　　容

施設でお食事を提供した場合にお支払いい
ただきます。

石鹸、シャンプー、ティッシュ、タオル等
の日用品を用意するためにいただく費用で
す。

クラブ活動、レクリェーションや新聞、雑
誌等を用意するためにいただく費用です。

毎月２回、市内の床屋が来所して散髪等を
行います。（通所リハビリテーション実施
中に理美容のご利用はできません。）

利用者の身体の状況により、おむつの利用
が必要な場合に、施設で用意するものをご
利用いただく場合にお支払いいただきま
す。

上記の他に隋時必要とされる場合実費をお
支払いいただきます。

その他の費用 実　費

（２）その他サービスの利用料（１日当たり）

教養娯楽費 １２０円（１日）

理美容代 ２，６００円（１回）

おむつ代
１２円～１３２円

（１枚）

サービスの種類 自己負担額

昼食費 ６１５円（１日）

日用品費 ８０円（１日）

科学的介護推進体制加
算

事業所が送迎を実施し
ない場合の減算



【通所リハビリテーション料金表】

（１）介護保険給付によるサービス費 令和５年４月改定

体　制 要介護度 １割負担 ２割負担 ３割負担 内　　　容

要介護１ ６１８円 １，２３６円 １，８５４円

要介護２ ７３３円 １，４６６円 ２，１９９円

要介護３ ８４６円 １，６９２円 ２，５３８円

要介護４ ９８０円 １，９６０円 ２，９４０円

要介護５ １，１１２円 ２，２２４円 ３，３３６円

要介護１ ７１０円 １，４２０円 ２，１３０円

要介護２ ８４４円 １，６８８円 ２，５３２円

要介護３ ９７４円 １，９４８円 ２，９２２円

要介護４ １，１２９円 ２，２５８円 ３，３８７円

要介護５ １，２８１円 ２，５６２円 ３，８４３円

４０円 ８０円 １２０円 現行の入浴加算と同要件

６０円 １２０円 １８０円
個別の入浴計画書をもとに他職種と情報共
有し入浴支援を行った場合に加算となりま
す。

６月以内
５６０円
６月超
２４０円

６月以内
１１２０円
６月超
４８０円

６月以内
１６８０円
６月超
７２０円

定期的にリハビリテーション会議を開催し
た上で通所リハビリテーション計画を見直
し、自立のために必要な支援方法を他職種
と情報共有した場合に加算となります。

６月以内
５９３円
６月超
２７３円

６月以内
１１８６円
６月超
５４６円

６月以内
１７７９円
６月超
８１９円

（A）イを満たし、さらに計画書等の内容
等の情報を厚生労働省に提出しリハビリ
テーションの提供にあたって当該情報その
他リハビリテーションの適切かつ有効な実
施のため必要な情報を活用した場合に加算
となります。

６月以内
８３０円
６月超
５１０円

６月以内
１６６０円
６月超

１０２０円

６月以内
２４９０円
６月超

１５３０円

定期的にリハビリテーション会議を開催し
た上で通所リハビリテーション計画を見直
し、自立のために必要な支援方法を他職種
と情報共有し、医師が利用者又はその家族
に説明した場合に加算となります。

６月以内
８６３円
６月超
５４３円

６月以内
１７２６円
６月超

１０８６円

６月以内
２５８９円
６月超

１６２９円

（B）イを満たし、さらに計画書等の内容
等の情報を厚生労働省に提出しリハビリ
テーションの提供にあたって当該情報その
他リハビリテーションの適切かつ有効な実
施のため必要な情報を活用した場合に加算
となります。

１１０円 ２２０円 ３３０円
利用者の方に対して集中的にリハビリテー
ションを実施した場合に加算となります。

２４０円 ４８０円 ７２０円
認知症と診断された方に個別にリハビリ
テーションを実施した場合に加算となりま
す。

１,９２０円 ３,８４０円 ５，７６０円
上記に加え、通所リハビリテーション計画
を作成し、生活機能が向上した場合に加算
となります。

介護度に応じた基本のサービス費となりま
す。

所要時間
６時間以上
７時間未満

リハビリテーション
マネジメント加算（A)

イ

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
費
（

加
減
算
料
金
）

入浴介助加算（Ⅰ）

入浴介助加算（Ⅱ）

リハビリテーション
マネジメント加算（B)

イ

リハビリテーション
マネジメント加算（A)

ロ

短期集中リハビリテー
ション加算
（退院退所日又は認定日か
ら３か月以内）

認知症短期集中リハビ
リテーション加算Ⅰ
（１日）

認知症短期集中リハビ
リテーションⅡ
（１か月）

リハビリテーション
マネジメント加算（B)

ロ

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
費

　
　
　
　
　
　
　
　
（

基
本
料
金
）

所要時間
５時間以上
６時間未満



６月以内
１２５０円

６月以内
２５００円

６月以内
３７５０円

生活行為の充実を図るために具体的な目標
を定めたリハビリテーション計画を作成
し、実際の生活場面に役立つリハビリテー
ションを実施した場合に加算となります。

２００円 ４００円 ６００円

低栄養状態にある利用者の栄養改善を目的
として個別に実施され、栄養食事相談等の
栄養管理を行い、必要に応じて居宅訪問を
行う場合に加算となります。

５０円 １００円 １５０円

管理栄養士を1人以上配置し管理栄養士、
看護職員、介護職員、その他の職種が共同
で栄養アセスメントを行い、家族に説明し
情報を厚生労働省に提出し必要な情報を活
用している場合に加算となります。

１５０円 ３００円 ４５０円

口腔機能が低下している利用者の機能向上
を目的として、口腔清掃・摂食・嚥下機能
に関する訓練の指導・実施を行った場合に
加算となります。

１６０円 ３２０円 ４８０円

（Ⅰ）を満たし、口腔機能管理指導計画等
の情報その他口腔衛生の管理、口腔機能向
上サービスを実施した場合の加算となりま
す。

１００円 ２００円 ３００円
要介護３以上であって医学的管理が必要な
利用者に加算されます。

１２円 ２４円 ３６円
通所リハビリテーションを終了し、他の社
会参加の機会に移行した利用者が一定数以
上の実績のある事業所に加算されます。

５時間以上
６時間未満

２０円 ４０円 ６０円

６時間以上
７時間未満

２４円 ４８円 ７２円

２０円 ４０円 ６０円
重度要介護者を積極的に受け入れ、対応で
きる介護・看護職員体制を整えている事業
所に加算となります。

２２円 ４４円 ６６円
介護福祉士70％以上、勤続10年以上介護福
祉士25％以上配置されている事業所に加算
されます。

２０円 ４０円 ６０円
６か月ごとに栄養状態のスクリーニングを
行い、介護支援専門員に情報提供した場合
に加算となります。

５円 １０円 １５円

栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定し
ている場合、口腔の健康状態と栄養状態の
いずれかの確認を行い当該情報を介護支援
専門員へ提供した場合に加算となります。

基本料金と加算料金の合計の4.7％が加算さ
れます。

基本料金と加算料金の合計に2.0％が加算さ
れます。

基本料金と加算料金の合計に1.0％が加算さ
れます。

移行支援加算

リハビリ
テーション
提供体制
加算

介護職員等特定
処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等ベースアッ
プ等支援加算

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
費
（

加
減
算
料
金
）

所定単位数の２.０％

栄養改善加算
【3月以内・月2回を限度】

口腔機能向上加算Ⅰ

所定単位数の１.０％

重度療養管理加算

栄養アセスメント加算

口腔機能向上加算Ⅱ
【3月以内・月2回を限度】

リハビリテーション専門職を多く配置して
手厚いリハビリテーションを提供している
事業所に加算されます。

中重度者ケア体制加算

サ ー ビ ス 提 供 体 制
強化加算（Ⅰ）

介護職員
処遇改善加算（Ⅰ）

所定単位数の４.７％

口腔・栄養スクリーニ
ング加算（Ⅰ）

口腔・栄養スクリーニ
ング加算（Ⅱ）

生活行為向上加算



４０円 ８０円 １２０円

利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機
能、認知症の状況その他の心身の状況など
の基本情報を厚生労働省に提出することで
加算されます。

片道
-４７円

片道
-９４円

片道
-１４１円

家族が送迎を行っている等の場合に減算に
なります。

内　　　　容

施設でお食事を提供した場合にお支払いい
ただきます。

石鹸、シャンプー、ティッシュ、タオル等
の日用品を用意するためにいただく費用で
す。

クラブ活動、レクリェーションや新聞、雑
誌等を用意するためにいただく費用です。

毎月２回、市内の床屋が来所して散髪等を
行います。（通所リハビリテーション実施
中に理美容のご利用はできません。）

利用者の身体の状況により、おむつの利用
が必要な場合に、施設で用意するものをご
利用いただく場合にお支払いいただきま
す。

上記の他に隋時必要とされる場合実費をお
支払いいただきます。

その他の費用 実　費

日用品費 ８０円（１日）

教養娯楽費 １２０円（１日）

理美容代 ２，６００円（１回）

おむつ代
１２円～１３２円

（１枚）

６１５円（１日）昼食費

（２）その他サービスの利用料（１日当たり）

事業所が送迎を実施し
ない場合の減算

サービスの種類 自己負担額

科学的介護推進体制加
算



【介護予防通所リハビリテーション料金表】
令和5年4月改定

（１）介護保険給付によるサービス費

要介護度 １割負担 ２割負担 ３割負担 内　　　容

要支援１ ２０５３円 ４１０６円 ６１５９円

要支援２ ３９９９円 ７９９８円 １１９９７円

２２５円 ４５０円 ６７５円
利用者の運動器の機能向上を目的とし
て個別に実施した場合に加算となりま
す。

２００円 ４００円 ６００円
※栄養改善サービスの提供に当たっ
て必要に応じ居宅を訪問した場合の
加算となります。
（原則3ヵ月以内、月2回を限度）

５０円 １００円 １５０円

栄養改善を目的として個別に栄養ア
セスメントを実施し栄養管理を行っ
た場合の加算となります。

１５０円 ３００円 ４５０円

口腔機能が低下している利用者の口腔
機能向上を目的として、口腔清掃・摂
食・嚥下機能に関する訓練の指導・実
施を行った場合に加算となります。

160円 320円 480円

（Ⅰ）を満たし、口腔機能改善機能
管理指導計画書等の情報その他口腔
衛生の管理、口腔機能向上サービス
を実施した場合の加算となります。

４８０円 ９６０円 １，４４０円

運動器機能向上、栄養改善、口腔機
能向上サービスのうち、２つのプロ
グラムを実施した場合に加算となり
ます。

７００円 １,４００円 ２，１００円
運動器機能向上、栄養改善、口腔機
能向上サービス全てのプログラムを
実施した場合に加算となります。。

１２０円 ２４０円 ３６０円

利用者の要支援状態の維持・改善の
割合が一定以上となった事業所とし
て評価された場合に算定となりま
す。

２０円 ４０円 ６０円
6月ごとに口腔の健康状態、栄養状態
について確認し介護支援専門員に情報
提供を行った場合に加算となります。

サービスの種類

介護予防通所
リハビリテーション費

（基本料金）
１か月あたりの自己負担額

運動器機能向上加算

栄養改善加算

栄養アセスメント加算

口腔機能向上加算（Ⅰ）

口腔機能向上加算（Ⅱ）

選択的サービス
複数実施加算（Ⅰ）

選択的サービス
複数実施加算（Ⅱ）

事業所評価加算

生活行為向上加
算

生活行為の充実を図るために具体的な
目標を定めたリハビリテーション計画
を作成し、実際の生活場面に役立つリ
ハビリテーションを実施した場合に加
算となります。

口腔・栄養スクリーニング加算
（Ⅰ）

6月以内
（1月につ
き）

５６２円 １１２４円 １６８６円



５円 １０円 １５円

栄養改善加算・口腔機能向上加算を算
定している場合、口腔の健康状態と栄
養状態のいずれかの確認を行い当該情
報を介護支援専門員へ提供した場合に
加算となります。

要支援１ ８８円 １７６円 ２６４円

要支援２ １７６円 ３５２円 ５２８円

基本料金と加算料金の合計に4.7％が加算
されます。

基本料金と加算料金の合計に2.0％が加算
されます。

基本料金と加算料金の合計に1.0％が加算
されます。

要支援1
利用開始から12月超の利用の場合、1月あ
たり減算されます。

要支援2
利用開始から12月超の利用の場合、1月あ
たり減算されます。

内　　　　容

施設でお食事を提供した場合にお支
払いいただきます。

石鹸、シャンプー、ティッシュ、タ
オル等の日用品を用意するためにい
ただく費用です。

クラブ活動、レクリェーションや新
聞、雑誌等を用意するためにいただ
く費用です。

毎月２回、市内の床屋が来所して散
髪等を行います。（通所リハビリ
テーション実施中に理美容のご利用
はできません。）

利用者の身体の状況により、おむつ
の利用が必要な場合に、施設で用意
するものをご利用いただく場合にお
支払いいただきます。

上記の他に隋時必要とされる場合実
費をお支払いいただきます。

国が定めた資格を持った介護職員が配
置されている場合に算定となります。

介護職員処遇改善加算
（Ⅰ）

所定単位数の４.７％

口腔・栄養スクリーニング加算
（Ⅱ）　（6月に1回）

サービス提供体
制強化加算

介護職員等特定
処遇改善加算（Ⅰ）

所定単位数の２.０％

日用品費 ８０円（１日）

長期利用
適正化減算

－２０円

－４０円

（２）その他の利用料（１日あたり）

サービスの種類 自己負担額

昼食費 ６１５円（１日）

介護職員等ベースアップ等
支援加算

所定単位数の１.０％

その他の費用 実　費

教養娯楽費 １２０円（１日）

理美容代 ２，６００円（１回）

おむつ代
１２円～１３２円

（１枚）


